
阿賀野市規則第１０号 

   阿賀野市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市消防団の組織等に関する規則（平成１７年阿賀野市規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１笹神方面隊の部笹神第２分団の款第７部の項中「湯沢」の次に「、折居、女

堂」を加え、同款第８部の項を削り、同表計１３分団７２部の項中「７２部」を「７１

部」に改める。 

 別表第３部長の項中「７６人」を「７１人」に改め、同表団員の項中「５２６人」を

「５２８人」に改め、同表合計の項中「７２０人」を「７１７人」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


